
 

 

民生福祉常任委員会視察報告 

参加委員：吉永美子委員長、 山田伸幸副委員長、 大井淳一朗委員、 

 杉本保喜委員、 恒松恵子委員、 松尾数則委員、 矢田松夫委員 

視察日 ：平成３０年１１月１日 

視察先 ：柳井市役所及びやない市民活動センター 

視察内容：協働のまちづくりのための体制の一つである「市民活動支援センター」

の好例としての「やない市民支援センター」の体制及び活動状況 

報告事項： 

１ 視察先の状況 

  平成２４年１１月１５日、市民活動のための場と機会の提供のため、市民が多く

活動する施設が近い市文化福祉会館の１階に公設公営（部分委託）の「市民活動セ

ンター」を設置した。運営人員は、相談員（非常勤職員）３人、週４日ローテーシ

ョン（２人体制）で相談、アドバイザーとして対応し、センター長は、地域づくり

推進課長が就いている。 

開館時間帯は、火曜～金曜間０８：３０～１９：００ 土・日・祝日０８：３０

～１７：００。休館は、８月１３日～１６日、１２月２８日～翌年１月４日 毎週

月曜日（月曜日が祝日の場合は、火曜日）を原則としている。 

また、施設（参集場所としての「交流テーブル」、文書作成等の「作業スペース」

や使用料を伴うが、付属の機器としてパソコン、コピー機、印刷機（ポスター印刷

を含む）等を準備、登録者が使えるロッカーも用意している。 

機能として下記の８つがある。 

① 活動団体を紹介し、活動団体の登録業務を実施。 

② 市民活動に係る情報の収集・提供 

  機関紙「交流プラス」を２ヶ月に１回発行 

③ 市民活動を行うものの連携・交流の推進 

④ センターの施設の提供 

 「交流テーブル」や「作業スペース」を提供 

  利用登録することで使用・提供できる機器等を用意している。 

⑤ 市民活動に係る相談 

⑥ 市民活動に係る人材育成 

⑦ センターのＰＲ・啓発 

⑧ 協働のまちづくりの推進 

 

２ 考 察 

     市民の活動に必要な環境の整備として、積極的に市内に「市民活動センター」を

設け、市民に寄り添いながら活動する姿勢は、学ぶものが多くあった。 

     市民団体への呼びかけ（応募）方法として、年４回の市民活動講座や機関紙「交



 

 

流プラス」を奇数月に作成し、自治会便（班回覧）で広く活動実績や今後の予定、

更にはボランティア活動に参加したい市民への情報提供やその参加の支援に努めて

いることは、まちづくりへの市民参加に大きく貢献していると言える。 

     また、センターの効果的かつ効率的な管理運営を推進するため、２年任期 の委

員１０人以内（内公募３人）をもって「評価委員会」を年３回開会して問題解決や

維持改善に努めていることで、市民活動環境の活性化に確実な効果を上げている。 

 「観光ボランティアガイド」や「ふるさと観光大使」等とは、登録団体を通じて

連携してやっているとのことであるが、市観光課や観光協会とも問題なく連携でき

ているそうである。 

市民活動センターに係る予算では、設立年度は、改装費用、備品等を含み約９０

０万円で、その後は、年間約７００万円で人件費を含め運営しているそうであるが、

月１回の団体間の情報交換等の「交流テーブル」を行う等常に有効な活用を心がけ

ていることが伺える。 

自治会９団体を含め６９団体が共に市民活動の情報共有をしながら、市の活性化

と自分達の生き甲斐を見つけていく様がこの「市民活動センター」の動向によく表

れていると感じられた。 


